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1.はじめに
　著作権法では、著作権の制限規定に、公表された著作物の私的使用のための複製（著作権法 30 条 1 項）がある。
私的使用のための複製では、私的録音録画補償金が関与する（同法 30 条 3 項）。補償金とは、著作権等の制限にお
いて、公表された著作物を使用するうえで、著作権者等の利益保護との均衡を図った補償金制度のもとの一種の使
用料といえるものである。これは、文化的所産の公正な利用に留意しつつ著作者等の権利の保護を図る構図の中で
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要　約
　公表された著作物の私的使用のための複製と私的録音録画補償金が著作権の制限規定にある。それは文化の
発展への寄与を法目的とする観点からの規定であるが、情報技術（IT）または情報通信技術（ICT）の発達に
寄与する法目的とするといえる著作権の制限規定もある。その規定は、著作物に表現された思想または感情の
享受を目的としない利用、電子計算機における著作物の利用に付随する利用等、電子計算機による情報処理お
よびその結果の提供に付随する軽微利用等に見られる。プログラムは、プログラムの著作物であり、物の発明
でもありうる。そこから、産業の発達に寄与する観点から、物の発明のネットワーク型特許において、試験ま
たは研究に関する発明の実施に関連する特許権の効力が及ばない範囲に関連して、公開された発明の私的利用
のための実施の観点からの特許権の効力の制限規定が想定される。本稿は、私的利用のための実施と私的発明
実施補償金の試案について考察する。

【コメントフィードバックを希望する点】
1．仮説全般に関して
2．特許権の効力が及ばない範囲に非商業目的で私的に行われる行為の条項の例示の必要性について
3．プログラムに関する著作権の制限条項と特許権の効力が及ばない範囲の条項との整合性について
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の著作権の制限において、著作者等の権利の保護を図る観点になる。したがって、補償金制度は、補償金支払のみ
で権利者の許諾を不要とするワンストップ（One Stop）が指向されている。
　文化の発展に寄与する法目的の観点からの著作権の制限規定の中に、IT または ICT の発達に寄与する法目的と
いえる規定がある。それらは、著作物に表現された思想または感情の享受を目的としない利用（同法 30 条の 4）、
電子計算機における著作物の利用に付随する利用等（同法 47 条の 4）、電子計算機による情報処理およびその結果
の提供に付随する軽微利用等（同法 47 条の 5）の規定に見られる。それらは、検索エンジンの開発において、デ
ジタル環境における公表された著作物の複製が著作権を侵害する懸念により、IT または ICT の開発の遅れが指摘
されることによる。
　そのような状況の中で、プログラムは、プログラムの著作物（同法 10 条 1 項 9 号）であり、ネットワーク型特
許である物の発明（特許法 2 条 3 項 1 号）でもありうる。そこから、ネットワーク型特許において、試験または研
究に関する発明の実施に関連する特許権の効力が及ばない範囲（同法 69 条 1 項）とのかかわりから、公開された
発明の私的利用のための実施の観点からの特許権の効力の制限規定が想定されてくる。本稿は、公表された著作物
の私的使用のための複製と私的録音録画補償金とのかかわりから公開された発明の私的利用のための実施と私的発
明実施補償金の試論について考察する。

2.プログラムの保護と制限
　プログラムの著作物の著作者は、著作者の権利を原始取得し、物の発明の発明者として特許を受ける権利と発明
者掲載権も原始取得することになる。したがって、プログラムにおいては、プログラムの著作物の著作者がネット
ワーク型特許の特許権者になりうることになる。

　2.1　プログラムの著作物とネットワーク型特許の権利の保護
　プログラムの保護は、1985 年以降の経緯からいえば、著作権法で規定される無体物の著作物と、特許法で保護
される装置との不可分性のある物と二分化されている。プログラムは、思想または感情が創作的に表現された著作
物であり、自然法則を利用した技術的思想の創作がハードウェアと一体化された物になる。2002 年以降は、プロ
グラムの著作物は、無体物の物としてネットワーク型特許として保護されうることになる。

　（1）　文学的著作物―プログラムの著作物―
　1985 年に、著作権法の改正によってプログラムの著作物保護が確立する。コンピュータ・プログラムは、文学
的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約 2 条に定める文学的著作物として保護される（著作権に関する世界
知的所有権機関条約 4 条）。そして、我が国では、著作物の例示として、プログラムの著作物が規定されている

（著作権法 10 条 1 項 9 号）。

　（2）　物の発明―ネットワーク型特許―
　プログラムは、2002 年、物の発明として認められるまでは、まず、1972 年に通商産業省（現在、経済産業省）
重工業局「ソフトウェア法的保護調査委員会中間報告「独自の保護方法の提言」（登録制度、形式審査主義、プロ
グラム概要書の公開、仲裁または調停制度、短い保護期間）で検討がなされている。そして、1975 年、特許庁「コ
ンピュータ・プログラムに関する発明についての審査基準（その 1）」は、ハードウェアと一体となったソフトウェ
ア等について特許権の付与を明確化している。なお、1983 年、ソフトウェアを特許法に類似した新規立法（プロ
グラム権法）の立法化作業が開始されている。
　1985 年、プログラムを著作物とみなした後の経緯は、1993 年に特許庁の審査基準の改定（非技術的ソフト特許
対象化）、1997 年に特許庁の審査基準の改定（プログラムを記録した記録媒体を特許の対象化）がなされた。そし
て、2000 年、プログラム自体を特許の対象とする旨の審査基準の改定がなされ、2002 年に特許法が改正されて、
プログラム自体が物の発明として認められることになる。物の発明として認められるまでには、自然法則の利用と
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の適合性から、判断基準の見直しの検討が加えられることになる。
　ソフトウェアを著作物として保護するとされたものと同じ形態が物の発明として保護されるにあたっては、ソフ
トウェアとハードウェアとの関係の比率の変遷がある。その自然法則の利用は、装置との一体化との関連から検討
されている。その変遷の内容は、1970 年代半ば頃は電卓型特許で装置（ハードウェアの特許）である。1980 年代
初め頃はマイコン型特許になり、装置、機器の特許（マイコン制御）はプログラムがハードウェア制御用である。
1980 年代半ば頃はワープロ型特許になり、装置の特許（プログラムの持つ機能に技術的特徴）は例えばかな漢字
変換プログラムのようにプログラムがハードウェア制御用に限らないものになる。1990 年代後半からはソフトウェ
ア媒体型特許になり、プログラムを記憶した媒体（CD-ROM 等）の特許でプログラムの機能に特徴があり、プロ
グラムはハードウェア制御用に限らないものになる。
　そして、現在のように、ネットワークを用いたシステム（ソフトウェアを含む）および方法の特許になり、ネッ
トワーク上で流通するプログラムの特許、すなわちネットワーク型特許になる。ソフトウェアの発明としての保護
は、自然法則の解釈の変遷に対応している。それは、自然法則を装置と一体化してとらえることから、装置と独立
にソフトウェアを本来の無体物の物として保護することへの回帰になる。

　2.2　プログラムの著作物とネットワーク型特許の権利の制限
　著作権法における著作権の制限の見方は文化の発展の寄与の観点からいえる分類であるが、産業の発達の寄与、
IT または ICT の試験または研究のための著作権の制限といえる条項が頻出している。検索エンジンの開発におい
て、デジタル環境における著作物の複製が著作権を侵害するとの懸念により、諸外国との IT または ICT の開発の
遅れが指摘されることになる。特許権の効力が及ばない範囲に研究目的の特許発明の実施（特許法 69 条 1 項）が
あるが、それに関連する規定として、著作物に表現された思想または感情の享受を目的としない利用（著作権法
30 条の 4）、電子計算機における著作物の利用に付随する利用等（同法 47 条の 4）、電子計算機による情報処理お
よびその結果の提供に付随する軽微利用等（同法 47 条の 5）は、産業の発達に寄与するための著作権の制限とい
える。
　特許法における特許権の効力の制限は、産業の発達に寄与するための著作権の制限との関係については明確では
ない。しかし、特許権の効力が及ばない範囲にある試験または研究のためにする特許発明の実施には、プログラム
の実施が含まれる。そして、単に日本国内を通過するに過ぎない船舶若しくは航空機又はこれらに使用する機械、
器具、装置その他の物、特許出願の時から日本国内にある物にもプログラム製品が含まれる。さらに、二以上の医
薬を混合することにより製造されるべき医薬の発明又は二以上の医薬を混合して医薬を製造する方法の発明に係る
特許権の効力が及ばない、医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する行為及び医師又は歯科医師の処方せんによ
り調剤する医薬にも、プログラムがかかわっている。それらは、今後、プログラムに対応した法整備の必要がある
として、まずはプログラムの著作物でもあるネットワーク型特許の私的利用のための実施の立法化が想起される。

3.私的使用のための複製と私的録音録画補償金
　著作権の制限は、公表された著作物をある条件のもとに使用できるとするものである。著作権の制限において
は、原則、営利性がなければ、著作権者等への許諾と著作権料の支払いは不要である。しかし、文化的所産の公正
な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図る観点からの著作権の制限の傾向性として、著作者・発行者への
通知と著作権者への補償金の支払いを伴うものがあり、さらに営利性を許容する規定さえある。この傾向性は、著
作権の保護で公表された著作物に著作権料を支払うことと著作権の制限で公表された著作物に補償金を支払うこと
との対応関係を見いだすことができ、ネット環境ではさらにその傾向性は顕在化する。補償金は、公表された著作
物を著作権等の制限のもとで使用するうえで、著作者等の利益保護と著作物の公正な利用との均衡を図るための使
用料といえるものである。
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　3.1　私的使用のための複製
　著作権の制限の中に、私的使用のための複製の規定がある。それは、著作権の目的となっている著作物は、個人
的にまたは家庭内その他これに順ずる限られた範囲内において使用すること（私的使用）ができるとする（著作権
法 30 条 1 項）。私的使用のための複製は、著作権者の許諾や利用料も伴わずに、公表された著作物を使用できると
するものである。米国では、録音録画機器による著作物（映画放映）の複製が許容されるか否かのケースに関し
て、フェアユースと copyright との対立関係に対し、利用者が著作物（映画放映）を録音録画してタイムシフト

（time-sift）によって観賞するという公共性の観点からの判断が下されている（1）。
　しかし、デジタル方式の録音・録画機器等を用いて著作物を複製する場合は、別な判断になる。デジタル形式か
アナログ形成かは、無体物の著作物の使用において違いがないといえるが、公表された著作物の公正な利用かどう
かにおいては違いがある。我が国では、アナログ方式の私的使用のための複製には制約はないが、デジタル方式に
よる私的使用のための複製では制約がある。それは、デジタル方式の録音または録画の用に供される記録媒体で
あって政令で定めるものに録音または録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならないと
するものである（同法 30 条 3 項）。このような私的使用のための複製については、テレビ番組がオンデマンドで
サービスされる環境においては、転送サービスを受ける者の権利の制限が問題なく認められるかどうかの検討は必
要になろう。
　ところで、「著作権法の一部を改正する法律」（平成 21 法律 53）により、権利者の許可なくインターネット上に
アップロードされた違法コンテンツ（音楽・映像）について、違法にアップロードされたものであると知りながら
ダウンロードする行為が違法とされ（同法 30 条 1 項 3 号）、「著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例
に関する法律の一部を改正する法律」（令和 2 法律 48）では違法コンテンツ（プログラムや漫画、小説など）を著
作物全般に拡張している（同法 30 条 1 項 4 号）。そして、コピープロテクション等技術的保護手段の回避装置など
を使って行う複製については、私的使用のための複製でも著作権者の許諾が必要である。
　デジタル社会（デジタル社会形成基本法 2 条）または Society 5.0（2）において、著作物のコピー・アンド・ペース
トは、権利の保護と権利の制限との垣根を低くしている。著作権の制限と同様に、出版権の制限と著作隣接権の制
限も規定されているが、同様の見方ができる。私的使用のための複製は、出版権の制限規定では複製を行ったもの
とみなされ（同法 86 条 2 項 1 号）、著作隣接権の制限規定では著作隣接権の目的となっている実演、レコード、放
送または有線放送の使用について準用されている（同法 102 条 1 項）。なお、著作者人格権の制限と実演家人格権
の制限は、著作権の制限と著作隣接権の制限が影響を及ぼすものではなく、別に判断されることになる（同法 50
条、102 条の 2）。

　3.2　私的録音録画補償金制度
　従来、私的使用については、自由かつ無償で複製を行うことが可能であった。しかし、デジタル録音・録画機器
の発達および普及にともない、その私的使用が拡大していったことから、本来、権利者（著作権者、実演家、製作
者）が受ける著作権等を害しているのではないかという指摘がなされることになる。米国や EU を中心に、権利者
に対する一定の補償措置を講ずる国が増えたという背景から、わが国でも、私的録音録画補償金制度が導入される
ことになる。
　補償金制度は、著作権の制限の世界における著作物の使用料の徴収システムとよびうる。私的使用のための複製
に関する規定は、私的録音録画補償金制度である。その私的録音録画補償金とは、デジタル録音・録画を行う者
が、それらの機器を購入する際にあらかじめ指定管理団体に著作物の利用料を支払うとするものである（著作権法
104 条の 4 第 1 項）。そして、デジタル形式による私的録音・録画について、文化庁指定の管理団体によって補償
金を私的録音・録画する者から徴収し、それが著作権者に配分される。なお、ダビング 10（3）は、複製できる回数
の制限による権利者への不利益を考慮した調整になるが、そのとき補償金との関係で問題となってくる。



私的利用のための実施と私的発明実施補償金の試論

Vol. 78　No. 6 － 25 － パテント 2025

　3.3　私的録音録画補償金の管理
　デジタル媒体、すなわち補償金の対象機器・記録媒体は、指定されている。そして、この補償金を徴収する管理
団体として、一般社団法人 私的録音補償金管理協会（SARAH）と一般社団法人 私的録画補償金管理協会

（SARVH）の二つが設けられることになる。デジタル環境下で映像を見ることができて音楽を聴けるのも、この
制度が関係している。

　（1）　私的録画補償金管理協会
　私的録画補償金管理協会（SARVH）は、私的録音録画補償金制度の録画関係の補償金の請求と分配を行い、著
作権思想の普及活動等を行っていた管理団体である。私的録画補償金制度は、1999 年 7 月 1 日から実施されてい
る。しかし、私的録画補償金は、音楽のネット配信の補償金問題が私的録画補償金制度に波及することによって機
能していない状態になる。それは、株式会社 東芝が、2009 年 2 月にアナログチューナー非搭載 DVD 録画機器を
発売し、この機器は著作権法施行令に定める私的録画補償金支払いの対象機器ではないとして、補償金を製品の出
荷価格に上乗せして徴収する協力をこの機器については拒否していることによる。
　そのような流れの中で、SARVH は、2009 年 11 月 10 日、東芝に対し、デジタル放送専用録画機について、私
的録画補償金の支払いを求めて東京地方裁判所に提訴するが、2010 年 12 月 27 日に SARVH の請求が棄却されて
敗訴の判決を受けることになる（4）。SARVH は、その判決を不服として 12 月 28 日に東京高等裁判所に控訴する。
しかし、知的財産高等裁判所の 2011 年 12 月 22 日の控訴審判決でも SARVH の控訴を棄却し敗訴となる（5）。そこ
で、SARVH は、最高裁判所判所に上告・上告受理申立をすることになる。SARVH は、①アナログチューナー非
搭載 DVD 録画機器は著作権法施行令 1 条 2 項 3 号の定める特定機器に該当する、②製造業者等に課せられた協力
義務（著作権法 104 条の 5）は法的強制力を伴うものであるとの 2 点を主張する。
　最高裁判所第一小法廷において、金築誠志裁判長は、2012 年 11 月 8 日付で、最高裁判所は上告を棄却するとと
もに、最高裁判所で審理すべき法令解釈の重要事項を含むとは認められないとして上告不受理の決定をし、知的財
産高等裁判所の判決が確定することになる。これにより、東芝の勝訴と SARVH の全面敗訴が確定する。ただし、
本件訴訟では、SARVH としては直接的にはその機器については製造業者が補償金を上乗せして徴収しなくても違
法ではないとされたのであり、著作権法に定める私的録画補償金制度そのものが否定されたのではない。
　なお、この問題は、著作権の制限が著作権の保護と交差していることによるものであり、その関係の調整にあ
り、私的録音録画補償金制度の全体の仕組みを不要とするものではない。その後、SARVH は、2012 年 11 月以降
は機能しなくなり、存在意義がなくなったため、2015 年 4 月 1 日に、法人が解散するに至っている。

　（2）　私的録音録画補償金管理協会
　私的録音録画補償金管理協会（SARAH）は、私的録音補償金管理協会（SARAH）が私的録音録画補償金制度
の録音関係の管理とともに録画の管理をすることにより名称を変更し著作権思想の普及活動などを行っている。私
的録画補償金に関する新たな指定について 2022 年 10 月 21 日、政府は著作権法施行令を改正し、新たにブルーレ
イディスクレコーダおよびそれに使用する記録メディアを、私的録画補償金の対象機器として政令指定している。
また、私的録音録画補償金を受ける権利の行使に基づくその対象機器等の補償金の管理については、私的録音録画
補償金管理協会（SARAH）が指定管理団体として文化庁より指定されている。ただし、補償金の額や徴収方法等
については現在未定となっている。

　（3）　私的録音録画補償金管理の構造
　私的録音録画補償金管理協会（SARAH）は、会員 11 団体から構成されている。その団体には、業界団体（著
作権者と著作隣接権者）や著作権等管理事業者が含まれている。この構成は、私的録画補償金管理協会（SARVH）
と同じである。そうすると、そもそも私的録音録画補償金制度において、私的録音補償金管理協会（SARAH）と
私的録画補償金管理協会（SARVH）がともに同じ会員構成であることからも、私的録音と私的録画とを分ける管
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理協会を設ける必要があったのかが疑問になる。
　私的録音録画補償金の支払義務者は、原則、録音・録画行為を行う者になる（著作権法 30 条 2 項）。その特例と
して、機器または記録媒体の購入者に与えられることがある（同法 104 条の 4）。それは、機器または記録媒体の
購入者が販売価格に上乗せされている価格を消費税のように支払うことが通常のものになる。
　私的録音補償金は、音楽の著作権を管理する団体である日本音楽著作権協会（JASRAC）、実演家の団体である
日本芸能実演家団体協議会、レコード製作者の団体である日本レコード協会に分配される。私的録画補償金は、著
作権者の団体である私的録画著作権者協議会、日本芸能実演家団体協議会、日本レコード協会に分配されていた。
そして、その分配金は、分配金を受け取った各団体が、権利者へ分配することとなる。なお、音楽の著作物を取り
扱う JASRAC と実演を取り扱う日本芸能実演家団体協議会およびレコードと実演を取り扱う日本レコード協会は
著作権等管理事業法における著作権等管理事業者である。
　ところで、私的録音・録画と報酬請求権制度との関係について、権利者の有する複製権を制限する代わりに一種
の補償措置を講ずるものであると位置付けることが適当であるという見解がある（6）。これは、私的録音・録画を一
定の補償（報酬）を権利者に与えることによって、ユーザーと権利者との利益の調整を図ろうとするものである。
ここに、補償金制度がワンストップを指向するゆえんがあろう。
　指定されたデジタル録音・録画機器等を私的録音・録画に使用しない者は、管理団体に対して、補償金の返還を
請求することが可能である（同法 104 条の 4 第 2 項）。デジタル録音・録画機器等を通して、音楽や映画をサブス
クリプション（サブスク）によって視聴するならば、それは、著作権の保護の世界で利用料として権利処理されて
いることから、著作権の制限の世界の私的録音録画補償金の対象ではない。ただし、その関係は法的には明確にし
ておかなければならないが、情報システムにおける処理では著作権の保護の世界における利用料と著作権の制限の
世界における補償金とは峻別する必要性はないかもしれない。それは、0 円を含む利用料または補償金による権利
処理システムとして一元化できる。そのとき、私的録音録画補償金の管理は、著作権法における著作権者・著作隣
接権者団体と著作権等管理事業法における著作権等管理事業者とが連携して対応することになる。

4.私的利用のための実施と私的発明実施補償金
　著作者等の権利を定めてこれらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ著作者等の権利の保護を図って文化の発
展に寄与することは、発明の保護および利用を図り発明を奨励して産業の発達に寄与することと対応する。それら
は、権利の保護と権利の制限との均衡を図ることであり、その均衡を図る仕組みの一つが私的利用のための実施と
私的発明実施補償金である。それは、私的使用のための複製と私的録音録画補償金の仕組みを類推適用することが
考えられる。

　4.1　私的利用のための実施
　著作権法の私的使用のための複製のように著作権の制限規定と類似するのが、特許法における試験または研究の
ためにする発明の実施に特許権の効力が及ばないとする規定（特許法 69 条 1 項）である。そして、英米法系の国
では特許法 69 条 1 項の規定と同様な規定は見られないが（7）、大陸法系の各国では特許法 69 条 1 項の規定と同様な
規定がある（例えば、ドイツ特許法 11 条（2）号、中国専利法 75 条 4 号など）。この規定は、個人である研究者が
他者の発明に係る特許権を実施することを対象にする。しかし、使用者のもとに、職務発明として個人である研究
者または複数の研究者が関与するときには、使用者の営利性の点から、特許権の効力が及ばない範囲といえるもの
とは必ずしもいえない状況にある。
　特許権の効力が及ばない範囲という規定の中で、私的利用のための実施を想起させる規定がある。それは、非商
業目的で私的に行われる行為は、特許の効力が及ばないとする規定である（ドイツ特許法 11 条（4）号）。また、
専利製品または専利方法によって直接得られた製品について、個人が販売後、当該製品に対して使用、販売の申
出、販売、輸入を行う場合は、専利権侵害とはみなさないという規定がある（中国専利法 75 条（1）号）。それら
規定は、著作権法の私的使用のための複製と類似し、または関連し、プログラムの私的利用のための実施の特許の
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効力が及ばない範囲という規定または特許権侵害とみなさない規定といえる。
　私的利用のための実施は、発明の奨励による特許権の保護と発明の公正な利用といえる特許権の制限との均衡が
求められる構図になる。その構図の中で、特許権者の利益を不当に害することとなる場合は、当然、特許の効力が
及ばない範囲とはいえなくなる。その発明の公正な利用に対する特許権者の保護の観点から、私的利用のための実
施に著作権法の私的録音録画補償金制度の類推適用による私的発明実施補償金制度が考えられる。

　4.2　私的発明実施補償金制度
　特許権の保護と特許権の制限との均衡の中で特許権の許諾と特許料の支払いを要しない特許権の制限の中に、特
許権の保護の観点から特許権者への通知と補償金の支払いが伴う補償金制度が求められる。これが私的利用のため
の実施の規定に伴う私的発明実施補償金制度になる。
　プログラム著作物登録制度がある。プログラムの著作物に係る登録については、著作権法 2 章 10 節（登録）の
規定によるほか、別に法律で定めるところによる（著作権法 78 条の 2）。それが「プログラムの著作物に係る登録
の特例に関する法律」（プログラム著作物登録特例法）であり、本法はプログラムの著作物に係る登録に関し、著
作権法の特例を定めることを目的とする（プログラム著作物登録特例法 1 条）。プログラム著作物登録は著作権登
録と共通するが、プログラムの著作物は必ずしも公開されずに利用されることがある点で異なる。
　プログラム著作物登録は、プログラムの著作物に係る創作年月日の登録、第一発行（公表）年月日の登録、著作
権の登録、実名の登録（プログラム登録）の申請をしようとする者は、申請に係るプログラムの著作物の内容を明
らかにする資料として、その著作物の複製物を文化庁長官に提出しなければならない（同法 2 条）。その登録は、
機械語に変換されたオブジェクトコードでも可能とされるが、ソースコードの提出が求められている。
　著作権登録とプログラム著作物登録は、文化庁と一般財団法人 ソフトウェア情報センター（SOFTIC）以外が
登録の業務を行うことはできない。ここで、著作権法とプログラム著作物登録特例法による登録は、著作権等管理
事業法による著作権等管理と同じ機能を有しうる。そうすると、著作権等管理事業者は、著作権登録とプログラム
著作物登録の業務を担いうるといってもよい。著作権登録とプログラム著作物登録は、著作権法とプログラム著作
物登録特例法および著作権等管理事業法との三重の関係から機能していることになる。私的発明実施補償金制度
は、それら著作権制度における三重の関係に、特許法と信託業法が関与することになろう。

　4.3　私的発明実施補償金の管理
　私的発明実施補償金の管理のためには、特許権の効力の制限に関する補償金を受ける権利の行使をする特許庁長
官の指定を受けた団体が必要になる。そして、私的発明実施補償金管理の構造は、私的録音録画補償金管理の構造
からの類推適用が考えられる。

　（1）　私的発明実施補償金の徴収機関
　ソフトウェア情報センター（SOFTIC）は、プログラム著作物登録（8）の他に、「半導体集積回路の回路配置に関
する法律」（半導体集積回路配置法）で保護される回路配置利用権の登録を工業所有権協力センター回路配置利用
権登録センターが行ってきた登録業務を継承して行っている（9）。回路配置利用権は、SOFTIC における設定登録に
より発生する（半導体集積回路配置法 10 条 1 項）。SOFTIC の業務は、プログラム著作物登録特例法では第三者
対抗要件に関するものであり、半導体集積回路配置法の設定登録では権利発生要件に関するものになる。SOFTIC
は、登録に関して二つの機能を果たしている。
　そこで、私的発明実施補償金の徴収機関として、プログラム著作物登録特例法における SOFTIC が想起される。
そして、SOFTIC の会員として特許法における特許権者団体と信託業法における特許権管理団体に著作権法にお
ける著作権等団体と著作権等管理事業法における著作権等管理事業者を含む組織構成が考えられ、それら会員が私
的発明実施補償金の管理にかかわることになる。その中で著作権等管理事業者として現状で考えられるのが、プロ
グラムの著作物を対象とする公益社団法人 日本複製権センター、一般社団法人 学術著作権協会、一般社団法人 授
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業目的公衆送信補償金等管理協会（10）である。

　（2）　私的発明実施補償金管理の構造
　私的発明実施補償金の支払義務者は、原則、私的利用を行う者になる。その特例として、機器またはメディアの
購入者に与えられることになる。それは、機器またはメディアの購入者が販売価格に上乗せされている価格を支払
うことが通常のものになる。私的発明実施補償金の構造は、特許権者団体と特許権管理団体および著作権者・著作
隣接権者団体と著作権等管理事業者が関与する。
　指定されたデジタル録音・録画機器等を私的に発明に使用しない者は、徴収団体（SOFTIC）に対して、私的録
音録画補償金と同様に、報酬の返還を請求することが可能であろう。公衆送信機器等を通して、サブスクリプショ
ン（サブスク）によって実施するならば、それは、特許権の保護で実施料として権利処理されることから、特許権
の効力の制限の私的発明実施補償金の対象とはならない。ただし、その関係は、私的録画補償金管理協会（SARVH）
の轍を踏まないように、法的には明確にしておかなければならない。私的発明実施補償金の管理の構造は、
SOFTIC の会員として、特許権者団体と特許権管理団体および著作権者・著作隣接権者団体と著作権等管理事業
者とが連携するものになる。

5.おわりに
　2002 年、著作権法で保護されるプログラムの著作物と同じ形態の物の発明のネットワーク型特許が特許法でも
保護される可能性が生じたことになる。そこには、プログラムの著作物とネットワーク型特許との知的財産権の制
限が検討されなければならない要因が生じていたといえる。本稿で考察してきたことは、知的財産権の制限におけ
る一つの規定として、著作権の制限における私的使用のための複製と特許権の効力の制限における私的利用のため
の実施とを架橋することになる。そして、その他の特許権の効力が及ばない範囲の規定についても、プログラムを
考慮した規定の見直しが必要になる。これは、これからの時代の知財のあり方として、無体物の著作物と発明との
関係性を考慮することに他ならない。
　それは、国際的な知財のあり方において、プログラムは知財全体とかかわりを持っている。プログラムはデジタ
ルコンテンツであり、それは知的財産権の管理の対象である（コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法
律 2 条 1 項、2 項 3 号）。坂村健・TRON フォーラムは、トロンフォーラムに帰属するμT-Kernel 2.0 の仕様書の
著作権を電気電子学会（IEEE）へ譲渡している。他方、IEEE は、TRONμT-Kernel 2.0 の所有権（ownership）
が IEEE Standards Association へ譲渡され、知的財産を使用するためのライセンスを TRON フォーラムへ提供す
る（11）。このライセンス契約は TRONμT-Kernel 2.0 の IEEE への copyright transfer であるが、それは知的財産
管理になる（12）。これは、これからの時代の知財のあり方として、大陸法系と英米法系の知財の法理の整合性に他
ならない。
　本稿は、プログラムの著作物の著作者が、発明者としてネットワーク型特許の特許権者になりうることを前提に
考察している。現実の問題として、プログラムの著作物とネットワーク型特許には、著作物と発明との利用関係お
よび著作権・著作隣接権と特許権との抵触関係が想定される。プログラムの著作物とネットワーク型特許との知的
財産権の保護に関しては、特許法 72 条において著作物と発明との利用関係と著作権・著作隣接権と特許権との抵
触関係の規定は設けられていない。また、職務著作と職務発明との整合も図られていない（13）。そして、これから
の時代の知財のあり方として、プログラムが AI 生成物に及ぶとき、本稿で考察したことを知的財産権の保護と制
限へ展開し、知的財産相互の利用関係と知的財産権相互の抵触関係の法整備が求められる。

（注）
（1）Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc., 464U.S.417（1984）.
（2）Society 5.0 とは、サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する

人間中心の社会のことをいう（「第 5 期科学技術基本計画」（2016 年 1 月 22 日閣議決定）10～11 頁）。
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